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令和８年２月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

１ 文京区役所組織条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 行政組織を再編するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容  

「子ども家庭部」の名称を「こども未来部」に変更し、以下の所掌事務を追加する。（第１条及び第２条） 

    ・ こども及び若者の支援に関すること。 

 ⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

２ 文京区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 報酬の額を改定するほか、規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

ア 報酬の額の改定（別表） 

(ア) 選挙管理委員会委員長及び識見監査委員 

   月額２９５，４００円 → ３０６，６００円（１１，２００円増） 

(イ) 教育委員会教育長職務代理者及び選挙管理委員会委員長職務代理者 

   月額２５５，６００円 → ２６５，３００円（９，７００円増） 

(ウ) 教育委員会委員及び選挙管理委員会委員 

   月額２３５，８００円 → ２４４，７００円（８，９００円増） 

(エ) 議員選出監査委員 

   月額１４７，６００円 → １５３，２００円（５，６００円増） 

(オ) 選挙管理委員会補充員 

   月額５，０００円 → ５，２００円（２００円増） 

イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

３ 文京区公告式条例等の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 条例等の公布の方法等を見直すほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正条例 

 ア 文京区公告式条例 

 イ 文京区財政状況の公表に関する条例 

 ウ 職員の退職手当に関する条例 

 エ 文京区立公園条例 

 オ 文京区立本郷給水所公苑条例 

⑶ 改正内容 

(ア) 条例等の公布の方法等の見直し 

⑵アによる条例及び規則の公布並びに規程の公表、⑵イによる財政状況の公表、⑵ウによる退職手当に

係る通知並びに⑵エ及びオによる工作物等の保管の公示について、区のウェブサイトに掲載し、又は文京

区役所門前掲示場に掲示して行うこととする。 

(イ) 規則の公布等における長の署名等の見直し 

⑵アについて、規則の公布又は規程の公表に当たって行う長の署名等を記名によることとする。 

(ウ) その他規定の整備 

⑷ 施行期日 令和８年５月２１日 

令和８年１月２８日庁議資料 

総 務 部 
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４ 文京区行政手続条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 提案理由 行政手続法（平成５年法律第８８号）の一部改正に伴い、聴聞等の通知の方式を見直すほか、

規定を整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 

  ア 聴聞等の通知の方式の見直しに係る規定の整備（第１５条、第２２条第３項及び第２９条） 

不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における聴聞の通知、弁明の機会の付与の通

知の方式等について、氏名等を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を規則で定める方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事

務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧

をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととする。 

  イ その他規定の整備 

 ⑶ 施行期日 令和８年５月２１日 

 

 

５ 文京区男女平等センター条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 男女平等センターの改修に伴い、使用料を改定するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

使用料の改定（別表） 

ア 研修室Ａ 

 (ア) 午前・午後・夜間  各１００円減 

 (イ) 全日         ３００円減 

イ 和室１及び和室２ 

夜間及び全日     各１００円減 

ウ 会議室 

 (ア) 午前・午後・夜間  各４００円減 

 (イ) 全日       １，２００円減 

エ 保育室 

 (ア) 午前・午後・夜間  各５００円減 

 (イ) 全日       １，５００円減 

⑶ 施行期日等  

ア 施行期日 令和８年４月１日 

イ 適用日 令和８年６月１日以後の使用分から適用する。 

 

 

６ 文京区職員定数条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 職員配置の見直しに伴い、職員の定数を改めるため、提案する。 

 ⑵ 改正内容（第２条第１項） 

ア 区長の事務部局の職員        １，７４３人 → １，７８４人（４１人増） 

イ 議会の事務部局の職員           １３人 →    １３人（増減なし） 

ウ 教育委員会の事務部局の職員       ２３４人 →   ２３４人（増減なし） 

エ 教育委員会の所管に属する学校及び幼稚園型認定こども園の職員    

１７５人 →   １７１人（４人減） 

オ 選挙管理委員会の事務部局の職員       ８人 →     ８人（増減なし） 

カ 監査委員の事務部局の職員          ７人 →     ７人（増減なし） 

合計                ２，１８０人 → ２，２１７人（３７人増） 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 
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７ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 特別区人事委員会の勧告に伴い、職員の給与を改定するほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 管理職員の給与制度の見直し等に伴う給料表の改定（別表第一（行政職給料表㈠・㈡）及び別表第二（医

療職給料表㈡・㈢）） 

イ 昇級制度における標準の昇給号給数の見直し（第６条第４項） 

行政職給料表㈠の適用を受ける職務の級が６級の者について、標準の昇給号給数を０号給とする。 

ウ 管理職員特別勤務手当の見直し（第２０条の２） 

週休日等以外の日における支給対象時間を拡大し、「午前０時から午前５時まで」から「午後１０時か

ら翌日の午前５時まで」とするとともに、管理職員特別勤務手当額に１００分の１５０を乗ずる対象とな

る勤務を規則で定める旨を定める。 

 エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 令和８年４月１日 

イ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年３月文京区条例第６号）の一部改正 

平成３０年行政人事制度の改正に係る給料表の切替えに伴う差額支給の規定を削除する。（付則第５項か

ら付則第７項まで） 

 

 

８ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 職員等の旅費制度の見直しに伴い、規定を整備するため、提案する。  

⑵ 主な改正内容 

ア 旅費の種目及び内容の変更 

(ア) 種目の名称の改正 

・ 車賃 → その他の交通費 

・ 移転料 → 転居費 

・ 渡航手数料 → 渡航雑費 

(イ) 宿泊料及び着後手当に係る変更 

ａ 名称の改正 

     ・ 宿泊料 → 宿泊費 

・ 着後手当 → 着後滞在費 

ｂ 定額支給から上限付実費支給へ変更 

 (ウ) 扶養親族移転料に係る変更 

ａ 名称の改正 扶養親族移転料 → 家族移転費 

ｂ 支給対象の扶養要件を廃止し、同居する家族に支給することとする。 

   (エ) 死亡手当について、職員の区分に応じて定める額の支給から一律定額支給へ変更 

(オ) 日当、旅行雑費及び食卓料の廃止並びに包括宿泊費及び宿泊手当の新設 

イ 退職者等及び遺族の旅費の規定の新設 

ウ 条例等の規定に違反して旅費の支給を受けた旅行者に対する旅費の返納の規定の新設 

エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日等  

ア 施行期日 令和８年４月１日 

 イ 主な経過措置 

改正後の条例の規定は、施行日以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行

日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅

行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が旅行命令等の変更をする旅行につい

ては、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち、当該変更日以後の期間に対応する分について適用し、当
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該旅行のうち当該変更日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

ウ 文京区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月文

京区条例第１７号）の一部改正 

 (ア) 旅費の種目に係る規定の整備（第５条第３項） 

「車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料」 

→ 「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」 

 (イ) その他規定の整備 

エ 文京区長及び副区長給与条例（昭和２２年６月文京区条例第７号）の一部改正 

(ア) 区長及び副区長に支給する旅費の額は、(イ)及び(ウ)によるものを除き、職員の旅費に関する条例の例に

よることを定める。（第３条第３項） 

(イ) 鉄道賃、船賃及び航空賃の運賃の額の上限額を定める。（別表） 

(ウ) 宿泊費の額について、区長については国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号）

における内閣総理大臣等相当額、副区長については指定職職員等相当額とする。（別表） 

オ 文京区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例（昭和３１年９月文京区条例第１５号）の一部改

正 

 (ア) 旅費の算定方法については、職員の旅費に関する条例の例によることを定める。（第３条第３項） 

(イ) その他規定の整備 

カ 文京区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年１２月文京区条例第１６号）の一

部改正 

 (ア) 費用弁償として支給する旅費の算定方法については、職員の旅費に関する条例に基づく職員の旅費の

算定方法に準ずることを定める。（第７条第４項） 

(イ) その他規定の整備 

キ 審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例（昭和５０年３月文

京区条例第３４号）の一部改正 

 (ア) 旅費の種目に係る規定の整備（第３条第２項） 

「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」→ 「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」 

 (イ) その他規定の整備 

ク 文京区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月文京区条例第１８号）の一部改

正 

 (ア) 旅費の種目に係る規定の整備（第５条第２項） 

「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」 → 「その他の交通費、宿泊手当及び宿泊費」 

 (イ) その他規定の整備 

ケ 文京区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１２月文京区条例第１９号）の

一部改正 

 (ア) 費用弁償の種目に係る規定の整備（第４条第２項） 

「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」 → 「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」 

 (イ) その他規定の整備 

コ 文京区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年４月文京区条例第１４号）の一部改正 

 (ア) 旅費の種目に係る規定の整備（第３条第２項） 

「車賃、旅行雑費、宿泊料」 → 「その他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費」 

 (イ) その他規定の整備 
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９ 文京区特別区税条例及び文京区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部改正に伴い、公示送達に係る規定等を整備

するため、提案する。 

 ⑵ 改正条例 

ア 文京区特別区税条例 

  イ 文京区後期高齢者医療に関する条例 

⑶ 改正内容 

ア 公示送達の方法の見直しに係る規定の整備 

公示事項を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第１条の８第１項に規定する方法により

不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を文

京区役所門前掲示場に掲示し、又は公示事項を区の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したもの

の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととする。 

イ その他規定の整備 

⑷ 施行期日 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の

施行の日 

 

 

10 文京区議会議員及び文京区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正により、衆議院議員と参議院議員の

選挙における選挙運動の公費負担額が引き上げられたことに伴い、区議会議員及び区長の選挙に

おける選挙運動の公費負担額を引き上げるため、提案する。 

⑵ 改正内容 

 ア ビラの作成に係る公費負担額の引上げ（第６条及び第８条） 

   １枚当たり ７円７３銭 → ８円３８銭 

 イ ポスターの作成に係る公費負担額の引上げ（第１１条） 

  ・ 印刷費 １枚当たり ５４１円３１銭 → ５８６円８８銭 

⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

11 文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号。以下「法」という。）

の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 法の一部改正に伴う題名及び引用条文の整備（別表第１の６７の項） 

    「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」 → 「マンションの再生等の円滑化に関する法律」 

    「第１０５条第１項」 → 「第１６３条の５９第１項」 

  イ 手数料の徴収項目に係る規定の整備（別表第１の６７の項） 

    耐震性不足等により要除却等認定を受けたマンションの建替え・更新をする場合において、現行の容積

率の制限の緩和に加え、高さ制限の緩和が可能とされたことにより、当該制限の緩和に係る特例許可申請

手数料の徴収項目の規定を整備する。 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 
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12 文京区
ぶんきょうく

こどもの権利
け ん り

に関
かん

する条例
じょうれい

（新規制定） 

⑴ 提案理由 文京区におけるこどもの権利に関する基本理念その他基本的事項について定めるため、提案す

る。 

⑵ 主な内容 

 ア 目的及び定義 

 イ 基本理念 

 ウ こどもの権利 

 エ こどもの権利を保障するための責務及び役割 

 オ こどもの権利を保障するための取組 

 カ こどもの権利擁護委員 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日。ただし、⑵カについては公布の日から起算して７月を超えない範囲内にお

いて規則で定める日 

 

 

13 文京区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 医療費の助成の範囲を拡大するほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

  ア 題名の変更 

    文京区子どもの医療費の助成に関する条例 

        ↓ 

文京区こどもの医療費の助成に関する条例 

  イ 受給資格の所得要件に係る規定の削除（第２条第４項） 

ウ 医療費の助成の範囲の拡大 

    入院時食事療養を受けた場合について、法令の規定により子どもの養育者が負担すべき入院時食事療養

費に係る標準負担額に相当する額についても、助成の対象とする（第５条第２項）。 

エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 令和８年４月１日 

イ 文京区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用等に関する条例（平成２７年１０月文京区条例第３９号）の一部改正 

  「文京区子どもの医療費の助成に関する条例」 → 「文京区こどもの医療費の助成に関する条例」（別

表第１の１０の項及び別表第２の１１の項） 

 

 

14 文京区子ども・子育て会議条例及び文京区立認定こども園条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 こども基本法（令和４年法律第７７号）の基本理念を踏まえ、「こども」の表記に係る規定を

整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正条例及び改正内容 

ア 文京区子ども・子育て会議条例 

 会議の名称の変更（題名及び第１条） 

 「文京区子ども・子育て会議」 → 「文京区こども・子育て会議」 

  イ 文京区立認定こども園条例 

子育て支援事業に係る規定の整備（第１９条第１号） 

「子どもの遊び場の提供」 → 「こどもの遊び場の提供」 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 
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15 文京区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例（新規制定） 

⑴ 提案理由 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事

業の運営の基準を定めるため、提案する。 

⑵ 主な内容 

  特定乳児等通園支援事業について、利用定員に関する基準、運営に関する基準等を定める。 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

16 文京区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「府令」と

いう。）の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

 ア 府令の一部改正に伴う文言の整備 

   「一般的条件」 → 「一般的要件」（第９条） 

   「乳児、幼児の区分ごとの利用定員」 → 「利用定員」（第１６条第６項） 

   「職員」 → 「乳児等通園支援事業所の職員」（第２７条） 

 イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

17 文京区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 子ども家庭支援センター（以下「センター」という。）の名称を変更するとともに、事業の追

加に係る規定等を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア センターの名称の変更（題名、第１条及び第２条） 

    「文京区子ども家庭支援センター」 → 「文京区こども家庭支援センター」 

イ 「こども」の表記に係る規定の整備（第３条及び第７条） 

  「子ども」 → 「こども」 

  ウ センターの事業の追加（第３条） 

  (ｱ) こどもに対する虐待の防止に関すること。 

  (ｲ) 子育てに係る地域活動の支援に関すること。 

 エ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

18 文京区立学校設置条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 区立後楽幼稚園の所在地を変更するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 東京都文京区後楽一丁目７番７号 → 東京都文京区後楽一丁目７番２２号 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 
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19 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に係る規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 管理職員特別勤務手当の見直し（第２３条） 

週休日等以外の日における支給対象時間を拡大し、「午前０時から午前５時まで」から「午後１０時か

ら翌日の午前５時まで」とするとともに、管理職員特別勤務手当額に１００分の１５０を乗ずる対象とな

る勤務を規則で定める旨を定める。 

イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

20 建物の取得について 

 ⑴ 取得の目的 区内介護施設改築等工事期間中の代替用建物 

⑵ 建物の所在 東京都文京区大塚四丁目４６番５号 

⑶ 建物の構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付３階建て 

 ⑷ 建物の面積 １，００２.４６平方メートル 

 ⑸ 取得価格  金１億１，３００万円 

 ⑹ 相手方   東京都文京区大塚四丁目４６番５―５０１号 

         五十嵐増太郎 

         東京都文京区大塚四丁目４６番５―５０１号 

         五十嵐泰子 

 

 

21 軽量ラック外１１０点の買入れについて 

⑴ 買入れの目的 文京清掃事務所初度調弁 

⑵ 種類及び数量 軽量ラック外１１０点 

⑶ 契約の方法  指名競争入札による契約 

⑷ 契約金額   金５，４５１万２，５９０円 

⑸ 契約の相手方 東京都文京区本郷五丁目一番十三号 

         幸和商事株式会社 

         代表取締役 吉田武史 

 

 

22 本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他工事請負契約 

⑴ 契約の目的  本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金２億２，５７５万３，０００円 

⑷ 契約の相手方 東京都文京区本駒込二丁目１９番３号 

         トリヤマ株式会社 

         代表取締役 鳥山幸得太 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和９年３月１０日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 総務費 施設管理費 

令和８年度 債務負担行為 

 

 



- 9 - 

23 本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他電気設備工事請負契約 

⑴ 契約の目的  本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他電気設備工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金１億８，１５０万円 

⑷ 契約の相手方 東京都文京区千石四丁目１６番２号 

         宝電設工業株式会社 

         代表取締役 横田正寿 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和９年３月１０日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 総務費 施設管理費 

令和８年度 債務負担行為 

 

 

24 本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他機械設備工事請負契約 

⑴ 契約の目的  本駒込地域センター外壁及び屋上防水改修その他機械設備工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金４億２，１５４万２，０００円 

⑷ 契約の相手方 精研・日管・にがた建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都文京区小石川一丁目１５番１７号 

                   株式会社精研東京本社 

                   常務取締役東京本社代表 松能功 

         構成員       東京都文京区湯島一丁目１１番５号 

                   株式会社日管設備 

                   代表取締役 富永光孝 

構成員       東京都文京区小石川五丁目１８番１２号 

                   にがた工機株式会社 

                   代表取締役 関根伯智 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和９年３月１０日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 総務費 施設管理費 

令和８年度 債務負担行為 

 

 

25 文京区立小日向台町小学校等改築に伴う仮園舎等整備工事請負契約 

⑴ 契約の目的  文京区立小日向台町小学校等改築に伴う仮園舎等整備工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金３億２５０万円 

⑷ 契約の相手方 東京都文京区千石四丁目２６番１９号 

         株式会社リン・ドス 

         代表取締役 東海林諭 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和９年２月２６日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 教育費 学校教育費 

令和８年度 債務負担行為 
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26 令和７年度文京区一般会計補正予算 

 

 

27 令和７年度文京区国民健康保険特別会計補正予算 

 

 

28 令和７年度文京区介護保険特別会計補正予算 

 

 

29 令和７年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

 


